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Ⅰ 調査の概要 
 
（１）調査の目的 

 
近年、中小企業をめぐる金融環境は大きく変化しております。金融機関は、中小企業

に対して、従来の固定的な融資関係ではなく、各種金融関連法制及び手法を参照しつつ

企業の経営状況及び将来性に対しての評価を行い、その評価結果に応じた融資を実施し

ています。 
公開会社及び会計監査人による監査を受ける企業は、「企業会計基準」に則って会計

を実施している一方で、中小企業の会計実務は、専ら税務を念頭に置き実施されている

といわれており、また計算書類のあり方に関しても明確ではないと言われています。 
そこで中小企業庁では、平成１４年３月に「中小企業の会計に関する研究会」を設置

し、中小企業が「信用力のある決算書の作成」を実施することで、適正な経営の見極め

及び金融機関・取引先の信用を獲得した円滑な資金調達を行えるよう、中小企業にとっ

て望ましい会計のあり方として、商法特例法上の小会社（資本金の額が１億円以下の株

式会社）を対象と想定した「中小企業の会計に関する研究会報告書」を策定しました。

また、平成１７年４月には、中小企業政策審議会企業制度部会を開催し、「中小企業の

会計の質の向上に向けた推進計画」を策定しています。同計画にて明記されている目標

値としては、平成１７年度時点で２割程度だった中小企業の会計の認知度を、調査期間

の３年間（本年度末）で５割に引き上げるとされており、「中小企業の会計」に対する

認知度が着実に進むよう、様々な取組を実施しております。 
このような背景から、各種取組を実施してきた結果、中小企業の経営者が、「中小企

業の会計」に関する認知度が向上したか、「中小企業の会計」への取組の実態及び「中

小企業の会計」の活用による効果等についての状況把握及び分析を実施することが急務

となっております。 
本調査は、中小企業経営者、公認会計士及び税理士等に対して、「中小企業の会計」

に関するアンケート調査等を実施し、「中小企業の会計」の認知度・理解度・取組状況・

取組効果等を把握することを目的として実施するものです。 
 
 
（２）調査の概要 

◆会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート 

● 抽出標本数：20,000 件 
● 調査対象：建設業、製造業、運輸・倉庫・運輸業、卸売業、小売業、 

飲食業、不動産業、サービス業の中小企業 
● 調査方法：郵送法 
● 調査実施期間：平成 20 年 2 月 15 日（金）～2 月 29 日（金） 
● 回収標本数：4,569 件 
（総数 4,802 件から大企業子会社および無効回答を除外） 
● 回収率：24.0%  

 
◆中小企業の会計処理・財務情報開示に関する税理士意識アンケート 

● 調査対象：税理士 

● 調査方法：税理士会による配布 
● 調査実施期間：平成 20 年 2 月～3 月 
● 回収標本数：501 件 
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◆中小企業の会計処理・財務情報開示に関する公認会計士意識アンケート 

● 調査対象：公認会計士 
● 調査方法：会計士協会による配布 
● 調査実施期間：平成 20 年 2 月～3 月 
● 回収標本数：19 件 

 
（３）集計上の留意点 

※ 集計は、少数点第２位を四捨五入してある。従って、数値の合計が 100.00％ 
ちょうどにならない場合がある。 

※ 回答の比率（％）は、その質問の有効回答数を基数（N）として算出して 
いる。 

※ 本文や図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合がある。 
※ 集計した標本数は、統計局「平成 18 年事業所・企業統計調査」における産

業分類別、企業常用雇用者規模別の企業数に合わせるために拡大推計を行

っている（企業属性を除く）。 
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Ⅱ 調査結果の分析 
会社の属性について（補正なし） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 資本金規模別構成では、「1千万円以上 3千万円未満」が 36.3%で最も多くなっており、次

いで「5千万円以上 1億円未満」「3千万円以上 5千万円未満」となっている。 

○ 売上高規模別構成では、「10 億円以上 50 億円未満」が 37.0%と最も多くなっており、次い

で「1億円以上 5億円未満」「50 億円以上」となっている。 

○ 所在地では、「関東地区」が 40.0%と最も多く、次いで「近畿地区」「中部地区」となっ

ている。 

○ 本社の立地では、「東京都及び政令指定都市」が 42.4%、「その他の市町村」が 50.1%とな

っている。 

○ 業種別では、「製造業」が 25.5%と最も多く、次いで「卸売・小売業」「サービス業」と

なっている。 

 
◆ 所在地 
 
北海道地区 北海道 
東北地区 青森県，岩手県，秋田県，宮城県，山形県，福島県 

関東地区 
茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟県，山梨県，長野県，

静岡県 
中部地区 富山県，石川県，岐阜県，愛知県，三重県 
近畿地区 福井県，滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 
中国地区 岡山県，鳥取県，島根県，広島県，山口県 
四国地区 徳島県，香川県，愛媛県，高知県 
九州地区 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県 
沖縄地区 沖縄県 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ａ 
 

関東地区
40.0%

中部地区
12.0%

近畿地区
15.2%

無回答
4.9%

沖縄地区
0.4%九州地区

7.0%

四国地区
2.7%

中国地区
6.1%

東北地区
7.6%

北海道地区
4.0%
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◆ 本社立地 
 
有効回答数 N＝4569 

図表ｂ 

その他の市町村
50.1%

無回答
7.5%

東京都及び
政令指定都市

42.4%

 
 
 
 
 
◆ 業種 
 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｃ 
 

建設業
12.2%

製造業
25.5%

情報通信業
2.1%運輸業

7.1%

不動産業
1.4%

サービス業
14.7%

卸売・小売業
23.7%

飲食店、宿泊業
2.2%

無回答
5.4%その他

5.8%
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◆ 会社形態 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｄ 

株式会社
87.2%

無回答
5.7%

有限会社
7.1%

 
 
 
 
 
◆ 資本金 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｅ 

3百万円未満
1.1%

3百万円以上
1千万円未満

7.4%

無回答
5.1%

3億円以上
0.8%

1億円以上
3億円未満

9.7%

5千万円以上
1億円未満

20.6%

3千万円以上
5千万円未満

19.1%

1千万円以上
3千万円未満

36.3%
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◆ 従業員数（代表者本人や役員を除く） 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｆ 
 

0人,0.0%
1人,1.0%

2人～5人
6.0%

6人～10人
4.4%

11人～20人
7.2%

無回答
5.3%

301人以上
2.8%

101人～300人
26.9%

21人～50人
21.4%

51人～100人
25.1%

 
 
 
 
 
◆ 直近決算時の年間売上高 

 

 
有効回答数 N＝4569 

図表ｇ 

無回答
6.3%

50億円以上
16.3%

5億円以上
10億円未満

15.3%

10億円以上
50億円未満

37.0%

1千万円未満
0.3%

1億円以上
5億円未満

18.7%

1千万円以上
5千万円未満

2.3%

5千万円以上
1億円未満

3.8%
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◆ 業歴 ※合併や名称変更などがあった場合には実質的な年数でお答えください。 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｈ 
 

30年以上
63.9%

5年未満
1.7%無回答

5.4%

5年以上
10年未満

3.9%

10年以上
15年未満

4.6%

15年以上
20年未満

6.6%

20年以上
30年未満

14.0%

 
 
 
 
 
◆ 直近 3 年の損益の状況 
 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｉ 
 

無回答
6.4%

赤字基調であり、
赤字幅は増加傾向にある

5.7%

赤字基調ではあるが、
赤字幅は減少傾向にある

9.3%

収支は概ねトントン
19.7%

黒字基調だが、黒字幅は
減少傾向

37.5%

黒字基調で、黒字幅は増
加傾向
21.4%
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◆ 銀行借入総額／総資産額×100(%)の数値 
 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｋ 
 

無回答
11.8%

75％以上
5.3%

50％以上75％未満
14.0%

25％以上50％未満
21.2%

10％以上25％未満
13.0%

5％以上10％未満
5.8%

0％～5％未満
28.9%

 
 
 
 
 
◆ 主要取引金融機関 
 
 
有効回答数 N＝4569 
 

図表ｌ 
 

信用組合
0.5%

政府系金融機関
1.9%

その他
1.3%

無回答
5.8%

信用金庫
8.2%

第2地方銀行
2.7%

地方銀行
39.9%

都市銀行
39.7%
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Ⅰ．会社の内部体制について 
 
（１） 経理財務に関する体制について 
 
 
 
 

○ 経理財務担当の人員（事業主以外）は、「1人」が 58.1％と最も多く、次いで「2人～5

人」が 30.3％となっている。 

 
図表１－１ 

無回答
0.5%

21人以上
0.1%

1人
58.1%

11人～20人
0.7%

6人～10人
1.0%

0人
9.2%

2人～5人
30.3%

 
 
 
 
（２） 経理財務に関する事務分担について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 経理財務に関する事務をみると、「仕訳伝票を会計専門家（税理士・公認会計士等）に渡

し、あとは会計専門家に外注している」が 38.5％と最も多く、次いで、「総勘定元帳の作

成までを社内で行い、残りの財務諸表の作成に係る処理と税務申告については会計専門家

に外注している」が 26.7％、「財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）の作成まで一貫し

て社内で行っており、税務申告については会計専門家に外注している」が 25.6％の順にな

っている。 

図表１－２ 

無回答
0.5%

仕訳伝票を会計専門家に
渡し、あとは会計専門家

に外注
38.5%

記帳代行サービス等
を活用
1.9%

その他
0.9%

財務諸表の作成、税務申
告まで、一貫して社内で

実施
6.0%

財務諸表の作成まで社内
で行い、税務申告は会計

専門家に外注
25.6%

総勘定元帳の作成までを
社内で行い、財務諸表と
税務申告は会計専門家

に外注
26.7%
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（３） 経理財務に関する事務を依頼している会計専門家について 
 
 
 
 

○ 経理財務に関する事務を依頼している会計専門家を見ると、「税理士」が 79.8％と最も

多く、次いで「公認会計士」が 17.2％となっている。 

 
図表１－３ 

その他
2.0%

無回答
1.0%

公認会計士
17.2%

税理士
79.8%

 
 
 
（４） 会計専門家（税理士・公認会計士等）への支払い報酬（年間）について 
 
 
 
 
 

○ 会計専門家への支払い報酬を見ると、「50 万円以上～100 万円未満」が 45.0％と最も多

く、次いで「50 万円未満」が 32.5％、「100 万円以上～200 万円未満」が 14.4％となっ

ており、100 万円未満で全体の 75%超となっている。 

 
図表１－４ 

無回答
4.7%

400万円以上
0.6%300万円以上～

400万円未満
0.6%

200万円以上～
300万円未満

2.2%

100万円以上～
200万円未満

14.4%

50万円未満
32.5%

50万円以上～
100万円未満

45.0%  
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（５） 会計ソフトの利用状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ なお、決算書を社内で作成している割合は、約 30%程度（その他、無回答を除く）となっ

ている。 

○ 会計ソフトの利用状況をみると、「決算書は会計事務所が作成しているので、自社では

会計ソフトは利用していない」が 53.4%と最も多く、次いで、「決算書を社内で作成して

おり、作成にあたっては市販されているソフトを利用している」が 24.7％の順になって

いる。 

 
図表１－５ 

無回答
6.4%

その他
8.3%

「ネットde記帳」等の
SaaS・ASPを利用して決

算書を作成している
0.3%

独自の会計ソフトを利用
している

4.6%
決算書は会計事務所が

作成している
53.4%

会計ソフトは利用せず、
手書きで決算書を作成

2.3%

市販されているソフトを利
用している

24.7%
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Ⅱ．決算書の作成及び活用について 

 
（１） 財務管理上、期中の締めの頻度について 
 

 

○ 期中の締めの頻度については、「毎月締めを行っている」が 59.3%と最も多く、次いで

「一年に一度締めを行っている」が 25.7%となっている。 

図表２－１ 

その他
0.3%

無回答
0.8%

一年に一度締めを行って
いる
25.7%

半年に一度締めを行って
いる
7.7%

四半期に一度締めを行っ
ている
6.2%

毎月締めを行っている
59.3%

 
 
（２） 作成した決算書の利用方法について（複数回答） 
 
 
 
 
 
 

○ 決算書の利用状況をみると、「過去の売上と利益について比較を行い、その推移を確認し

ている」が 86.4%、「貸借対照表の借入額の推移を確認している」が 44.2%、「売上高経常

利益率や自己資本比率等の基礎的な経営指標を算出し、確認している」が 37.8%となってい

る。 

図表２－２ 

44.2%

37.8%

30.5%

2.1%

0.6%

86.4%

21.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

過去の売上と利益について比較を行い、その推移を
確認している

貸借対照表の借入額の推移を確認している

売上高経常利益率や自己資本比率等の基礎的な経
営指標を算出し、確認している

経営上の課題・問題点を明らかにするため、適正在庫
レベルの把握や（事業ごとの）収支状況の把握・分析

等を行っている

4のような分析基づき、売上や収支見込みを含む事業
計画を策定している

その他

無回答
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Ⅲ．決算書等の情報開示について 

 
（１） 財務情報の開示している先及び開示してる書類について（複数回答） 
 

１．決算書の開示先について 
 
 
 
 
 

○ 決算書の開示先を見ると、「主要取引金融機関」が 77.6%と最も多く、次いで、「役員

（代表者を除く）」、「株主・親会社」となっている。一方、「取引先・顧客」や「従

業員」への開示は少数となっている。 

 
図表３－１－１ 

77.6%

51.3%

41.9%

27.0%

26.4%

13.0%

11.9%

5.9%

0.9%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主要取引金融機関

役員(代表者を除く)

株主・親会社

その他の金融機関

信用調査機関

取引先・顧客

従業員

開示していない

一般第三者

無回答
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２．税務申告書一式の開示先について  
 
 
 
 

○ 税務申告書一式の開示先を見ると、「主要取引金融機関」が 45.5%と最も多く、次いで、

「役員（代表者を除く）」、「株主・親会社」の順になっている。 

図表３－１－２ 

45.5%

27.5%

20.7%

14.5%

13.0%

4.7%

2.1%

1.9%

0.0%

25.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主要取引金融機関

役員(代表者を除く)

株主・親会社

その他の金融機関

開示していない

信用調査機関

従業員

取引先・顧客

一般第三者

無回答

 
 

３．事業報告書の開示先について 
 
 
 
 

○ 事業報告書の開示先を見ると、「主要取引金融機関」が 28.4%と最も多く、次いで、「株

主・親会社」、「主要取引金融機関」の順になっている。 

 
図表３－１－３ 

28.4%

25.4%

20.2%

13.8%

9.8%

7.7%

3.8%

3.3%

0.2%

43.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役員(代表者を除く)

株主・親会社

主要取引金融機関

開示していない

従業員

その他の金融機関

信用調査機関

取引先・顧客

一般第三者

無回答
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４．事業計画の開示先について 
 
 
 
 

図表３－１－４ 

27.5%

19.6%

16.2%

15.0%

14.6%

4.5%

2.4%

1.2%

0.1%

45.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役員(代表者を除く)

株主・親会社

主要取引金融機関

従業員

開示していない

その他の金融機関

取引先・顧客

信用調査機関

一般第三者

無回答

 
５．リスク（不正、係争等）情報の開示先について 

 
 
 
 

○ 事業計画の開示先を見ると、「役員（代表者を除く）」が 27.5%と最も多く、次いで、

「株主・親会社」、「主要取引金融機関」の順になっている。 

○ リスク（不正・係争等）情報の開示先を見ると、「開示していない」が 17.6%と最も多

く、次いで、「役員（代表者を除く）」、「株主・親会社」の順になっている。 

図表３－１－５ 

17.6%

15.4%

10.9%

5.8%

4.8%

0.8%

0.7%

0.4%

0.2%

60.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

開示していない

役員(代表者を除く)

株主・親会社

従業員

主要取引金融機関

その他の金融機関

取引先・顧客

信用調査機関

一般第三者

無回答
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６．試算表等の開示先について 

 
 
 
 

○ 試算表等の開示先を見ると、「主要取引金融機関」が 37.8%と最も多く、次いで、「役

員（代表者を除く）」、「株主・親会社」の順になっている。 

図表３－１－６ 

37.8%

30.9%

19.4%

12.0%

8.4%

2.7%

1.8%

0.0%

29.0%

12.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主要取引金融機関

役員(代表者を除く)

株主・親会社

その他の金融機関

開示していない

従業員

信用調査機関

取引先・顧客

一般第三者

無回答

 
（２）決算書等の開示理由について（複数回答） 
 

 

○ 決算書等の開示理由を見ると、「金融機関から資金調達を行うため」が 74.0%と最も多

く、次いで、「企業の経営状況を適切に把握するため」、「適切な経営判断を行うため」

の順になっている。 

図表３－２ 

74.0%

38.2%

37.3%

37.1%

18.7%

3.0%

3.0%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

金融機関から資金調達を行うため

企業の経営状況を適切に把握するため

適切な経営判断を行うため

株主や親会社への説明資料として
提示するため

社外からの信用力を向上させるため

新規顧客を獲得するため

その他

無回答
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（３） 提出した決算書等への指摘について 
 
a 欄：指摘の有無について 
 
 
 
 

○ 提出先より提出書類への指摘の有無を見ると、「はい（指摘があった）」が 6.6%とな

っている。 

図表３－３－ａ 
 

いいえ
86.6%

無回答
6.8%

はい
6.6%

 
 
b 欄：指摘された内容について（複数回答） 
 
 
 
 

○ 提出書類への指摘内容を見ると、「その他」が 37.8%と最も多く、次いで、「記載内

容に誤りがある」、「会計人による監査を受けていない」の順になっている。 

図表３－３－ｂ 

 

22.5%

13.6%

4.2%

3.8%

37.8%

19.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

記載内容に誤りがある

会計人による監査を
受けていない

第三者によるチェックがない

必要な書類が
作成されていない

その他

無回答
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（４）  事業計画書の策定期間について（複数回答） 
 
（４）  事業計画書の策定期間について（複数回答） 
 
 

○ 策定している事業計画書の内訳は「1～2 年後までの短期計画」が 41.9%と最も多く、次

いで、「策定していない」が 40.2%となっている。 

図表３－４ 

41.9%

40.2%

14.3%

1.0%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1～2年後までの
短期計画

策定していない

3～9年後までの
中期計画

10年以上の長期計画

無回答

 
 
（５） 作成した事業計画書の利用方法について（複数回答） 
 

 

○ 事業計画書の利用方法としては、「経営者が自社のあるべき姿を具現化、確認するため」

が 78.2%、次いで「従業員に対して会社のビジョンを認識させるため」が 53.0%、「金

融機関に対しての説明資料」が 44.9%となっている。 

図表３－５ 

78.2%

53.0%

44.9%

9.1%

6.0%

0.9%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

経営者が自社のあるべき姿を具現化、確認するた
めに利用する

従業員に対して会社のビジョンを認識させるために
利用する

金融機関に対しての説明資料として利用する

事業承継計画の策定に利用する

中小企業新事業活動促進法等、公的な支援を得る
際に利用する

その他

無回答
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（６） 決算書の信用力を高めるための取り組みについて（複数回答） 
 
 
 
 
 

○ 決算書の信用力向上への取り組み内容は、「特に利用していない（何も行っていない）」

が 49.1%と最も多く、次いで、「民間信用調査会社への情報提供」が 18.9%、「税理士に

よる書面添付制度を活用している」が 17.6%となっている。 

 
図表３－６ 

49.1%

18.9%

17.6%

12.6%

4.5%

4.3%

0.5%

2.0%

5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

特に利用していない

民間信用調査会社への情報提供を行っている

税理士による書面添付制度を活用している

監査法人又は公認会計士による会計監査を受けて
いる

日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関
する指針の適用に関するチェックリスト」を活用して

いる

決算公告を行っている

会計参与制度を導入している

その他

無回答

 
 
（７） 自社の信用力を高めるための第三者による格付けサービスの利用状況 

について 
 

 

○ 「第三者による格付けを行うサービス」の利用状況をみると、「利用したことがある」

が 0.7 %、「利用したことがない」が 95.9%となっている。 

 
図表３－７ 

ない
95.9%

無回答
3.4%

ある
0.7%
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（８） 格付けサービスを利用した効果について（複数回答） 
 
 
 
 

○ 格付けサービスの利用効果をみると、「金融機関からの資金調達が有利になった」が 51.4%
と最も多く、次いで、「金融機関からの信用力が向上した」50.9%となっている。 

 
図表３－８ 

51.4%

50.9%

13.5%

8.4%

7.6%

0.5%

0.0%

30.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

金融機関からの資金調達が有利になった

金融機関からの信用力が向上した

株主との関係で透明性を向上することができた

取引先からの信用力が向上した

取引先からの信頼の確保や新規顧客を獲得するこ
とができた

社債の発行による資金調達が有利になった

株式公開による資金調達が有利になった

その他

無回答
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Ⅳ．「中小企業の会計」について 
 
※ 「中小企業の会計」とは、中小企業庁が、中小企業にとって望ましい会計処理のあり方とし

て公表した「中小企業の会計に関する研究会報告書」や、日本税理士会連合会、日本公認会計士

協会が各々公表した報告書、および三つの報告書を引き継ぎ、統合するものとして日本税理士会

連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が公表した「中小企業の会

計に関する指針」等の中小企業の会計ルールに関する事項を総称するもの。 
 
（１） 「中小企業の会計」に関する認知度について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 中小企業の会計について知っていることは、「中小企業の会計の内容について知っている」

が 27.6%と最も多く、次いで、「中小企業の会計に関する指針が策定されたことを知ってい

る」が 11.8%、「中小企業の会計 31 問 31 答を知っていた」が 9.7%となっている。 

○ 中小企業の会計について何らかのことを知っている企業は 44%となっている。 
○ 「中小企業の会計」の認知度について分析したところ、従業員数が 11 人以上の企業層にお

いては認知度が 50%を超えており（従業員数 11 人以上の企業における認知度は 53.3%）、

従業員規模が大きい企業ほど、「中小企業の会計」の認知度は高い水準となっている。 
○ また、認知度について収益状況別に分析すると、黒字企業においては約 50%水準となってお

り、浸透度合いの向上が伺える。 

 
図表４－１ 

 

いずれも知らない
52.7%

無回答
3.3%

知っている
44.0%
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図表４－１－１（「中小企業の会計」の従業員数別認知率） 

 

36.0%

50.9%

54.9%

64.0%

71.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1～10人

11人～20人

21人～50人

51人～100人

101人～300人

 
 
 

図表４－１－２（「中小企業の会計」の収益別認知率） 

55.0%

48.6%

46.1%

40.9%

25.4%

27.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

黒字基調であり、
黒字幅は増加傾向 

黒字基調ではあるが、黒字幅は減少傾向 

収支は
概ねトントンである

赤字基調ではあるが、赤字幅は減少傾向 

赤字基調であり、赤字幅は増加傾向

無回答 
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図表４－１－３（「中小企業の会計」について知っていること）（複数回答） 
 

52.7%

11.8%

3.3%

6.7%

9.5%

9.7%

9.7%

27.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

いずれも知らない

「中小企業の会計」の内容について、ある程度理解している

「中小企業の会計に関する指針」が策定されたことを知っている

「中小企業の会計31問31答」を知っていた

税理士によるチェックリストの添付等、信用力のある決算書を提示し
た企業に対して、特別な融資メニューを提供する取組みが一部の

金融機関で開始されていることを知っている

信用保証協会が、「中小企業の会計に関する指針」の準拠状況を
示すチェックリストの提出会社に対して、保証料率の割引(0.1％)を

開始したことを知っている

日本税理士会連合会が「中小企業の会計に関する指針の適用に
関するチェックリスト」を策定したことを知っている

無回答
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「中小企業の会計」に関する認知事項について（複数回答） 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=501 

図表４－１－４ 

92.2%

83.0%

82.2%

77.6%

0.8%

3.2%

94.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

「中小企業の会計に関する指針」が策定されたことを
知っている

日本税理士会連合会が、「中小企業の会計に関する指針
の適用に関するチェックリスト」を

策定したことを知っている

信用保証協会が、「中小企業の会計に関する指針」の準
拠状況を示すチェックリストの提出会社に対して、

保証料率の割引（0.1％）を開始したことを知っている

信用力のある決算書を提示した企業に対して、特別な融
資メニューを提供する取組みが一部の金融機関で開始さ

れていることを知っている

「中小企業の会計３１問３１答」を配布していることを
知っている

いずれも知らない

無回答

 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=19 

図表４－１－５ 

63.2%

42.1%

5.3%

5.3%

89.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

「中小企業の会計に関する指針」が策定されたこと
を知っている

中小企業庁が「中小企業の会計」を解説した冊子
「中小企業の会計31問31答」を配布していることを

知っている

信用保証協会が、「中小企業の会計に関する指針」
の準拠状況を示すチェックリストの提出会社に対し

て、保証料率の割引（0.1％）を開始したことを知って
いる

いずれも知らない

無回答
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（２） 「中小企業の会計」の情報ソースについて（複数回答） 
 

○ 「中小企業の会計」を知った情報ソースについては、「税理士」が 50.0％と最も多く、

次いで、「金融機関」「新聞・雑誌」の順になっている。 
 
 
 

図表４－２ 

50.0%

26.5%

17.9%

11.1%

9.2%

8.1%

5.5%

0.7%

4.6%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

税理士を通じて知った

金融機関を通じて知った

新聞・雑誌を見て知った

商工会議所、商工会のセミナーや講習会を
通じて知った

商工会議所、商工会の経営指導員等を
通じて知った

公認会計士を通じて知った

中小企業庁等のホームページを見て知った

中小企業診断士を通じて知った

その他

無回答

 
（３） 適切な会計処理に基づき決算書を作成することへの取組について（複数回答） 
 

 

○ 適切な会計処理に基づき決算書を作成することへの取り組みについて、「自社の財務状

況を適切に把握するため、決算書作成に活用」が 62.7%と最も多く、次いで「金融機関

からの資金調達力を強化するため、決算書作成に活用」、「取引先への信用力を強化す

るため、決算書の作成に活用」と続いている。 

図表４－３ 

62.7%

27.5%

13.6%

11.4%

6.6%

4.5%

3.9%

10.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自社の財務状況を適切に把握するため、今後の決
算書の作成に活かしていきたい

金融機関からの資金調達力を強化するため、今後
の決算書の作成に活かしていきたい

取引先への信用力を強化するため、今後の決算書
の作成に活かしていきたい

当社の体制では対応できない

金融機関の対応が変わるとは思えないので、活用し
ようとは思わない

取引先からの信頼が向上するとは思えないので、活
用しようとは思わない

その他

無回答
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（４） 「中小企業の会計」に準拠した計算書類の作成状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 中小企業の会計の準拠性を従業員規模別に分析すると、従業員規模が大きくなるにつれ、

「中小企業の会計」に準拠して計算書類の作成を行っている比率は高くなる。 

○ 中小企業の会計に準拠した計算書類の作成状況をみると、 「中小企業の会計」に準拠し

て計算書類の作成を行っていると回答したのは 33.6%（うち、「完全に準拠して計算書

類を作成している」と回答したのは 15.9%）で、「税理士等に一任しているため分から

ない」が 55.3%となっている。 

 
図表４－４ 

無回答
6.3%

その他
1.3%

「中小企業の会計」に完
全に準拠

15.9%

完全に準拠している訳で
はないが、保証協会の保
証料割引制度や金融機
関等による融資商品を利

用
5.1%

完全に準拠している訳で
はないが、主旨を理解し

て決算書を作成
12.6%

「中小企業の会計」には
準拠していない

3.6%

税理士等に一任している
ため分からない

55.3%

 
 
 
 

図表４－４－１（「中小企業の会計」の従業員数別準拠状況） 

25.7%

39.3%

46.5%

57.1%

63.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1～10人

11人～20人

21人～50人

51人～100人

101人～300人
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（５） 「中小企業の会計」に一部準拠しながら作成している計算書類において適用さ

れている会計処理の項目について（複数回答） 

 

○ 中小企業の会計に準拠した計算書類において適用項目をみると、「減価償却は、毎月継

続して規則的な償却を行っている」と回答したのは 88.0%、「棚卸資産や固定資産にお

いて、必要に応じて、減損処理を行っている」が 43.5%。「退職給付引当金の計上が必

要な場合、引当処理を行っている」が 21.1%となっている。 

図表４－５ 

88.0%

43.5%

21.1%

17.5%

14.5%

0.9%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

減価償却は、毎月継続して規則的な
償却を行っている

棚卸資産や固定資産において、必要に応じて、減
損処理を行っている

退職給付引当金の計上が必要な場合、引当処理を
行っている

有価証券の評価において、売買目的のものについ
ては、時価評価を行っている

税効果会計の適用を行っている

その他

無回答

 
（６） 「中小企業の会計」に準拠して計算書類を作成したことによる効果について 

（複数回答） 
 
 
 
 
 

○ 準拠して計算書類の作成をしたことによる効果をみると、「自社の実態が明らかになり、

経営判断が行いやすくなった」が 48.3%、次いで「金融機関からの評価（信用力）が上が

った」となっている。 

図表４－６ 

48.3%

31.4%

5.3%

7.1%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自社の実態が明らかになり、経営判断が
行いやすくなった

金融機関の評価(信用力)が上がった

取引先の評価(信用力)が上がった

その他

無回答
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（７） 計算書類の作成に関して、「中小企業の会計」に準じた処理を行っているため

に、税務申告時に調整が生じている項目について（複数回答） 
 

 

○ 税務申告時に調整している項目をみると、「減価償却の償却超過額及び繰延資産の償却

超過額の調整」と回答したのは 30.0%、「寄付金及び交際費等の調整」が 23.2%。「貸

倒引当金等の繰入超過額の調整」が 16.7%となっている。 

 
図表４－７ 

30.0%

23.2%

16.7%

7.1%

7.2%

41.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

減価償却の償却超過額及び繰延資産の
償却超過額の調整

寄付金及び交際費等の調整

貸倒引当金等の繰入超過額の調整

過大役員報酬、過大役員退職金及び
役員賞与の調整

その他

無回答

 
 
（８） 平成１８年４月、信用保証協会において、「中小企業の会計に関する指針」の

準拠状況を示すチェックリストの提出会社に対する保証料率の割引（０．１％）制度

の利用状況について 
 

 

○ 制度の利用状況について、「利用したことがある」と回答した企業は 10.5%であった。

また、「知らない」と回答した企業は 65.8%であったが、23.0%は「知っていれば利用し

た」と回答している。 

 
図表４－８ 

無回答
5.3%

制度を知らなかった(知っ
ていれば利用した)

23.0%

制度を利用したことがあ
る

10.5%

制度を知っているが、利
用したことがない

18.4%

制度を知らなかった(知っ
ていても利用しなかった)

42.8%
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（９） 「中小企業の会計に関する指針」の準拠状況を示すチェックリストの提出会社

に対する保証料率の割引制度を利用しない理由について 
 
 
 
 
 

○ 制度を利用しない理由としては、「保証協会の保証を受ける機会がない」が 59.6%となっ

ている。この回答を除けば、「割引率が低いため、利用メリットが少ない」との回答が

16.6%となっている。 

 
図表４－９ 

相談できる税理士等がい
ない
1.4%

税理士等のチェックを受
けるのが面倒

3.6%

保証協会の保証を受ける
機会がない

59.6%

割引率が低いため、利用
メリットが少ない

16.6%

その他
10.9%

無回答
5.4%

正しい会計ルールに基づ
く決算書の作成に消極的

2.4%

 
 
 
（１０） 「中小企業の会計に関する指針」の準拠状況を示すチェックリストの提出会

社に対する保証料率の割引制度は、「中小企業の会計」を導入する動機付けになった

かについて 
 

 

○ 実際に制度を利用したことがある経営者のなかで割引制度が「中小企業の会計」を導入

するきっかけとなったかは、35.7%が「動機付けとなった」と回答している。 

 
図表４－１０ 

導入するきっかけとなっ
た

35.7%

導入するきっかけとは
なっていない(既に「中小
企業の会計」を導入して

いた)
56.3%

無回答
8.0%
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（１１） 金融機関において、「中小企業の会計」に準拠して決算書を作成している企

業に対する「融資条件を優遇する商品」の利用経験について 
 
 
 
 
 

○ 金融機関が実施する「融資条件の優遇制度」の利用経験について、「利用したことがある」

が 3.4%となっている。一方、「融資商品を知らなかった（知っていれば利用した）」と

の回答が 28.8%に及んでいる。 

 
図表４－１１ 

無回答
49.5%

融資商品を知っている
が、利用したことがない

9.4%

融資商品を知らなかった
（知っていても利用しな

かった）
9.0%

融資商品を知らなかった
（知っていれば利用した）

28.8%

融資商品を利用したこと
がある
3.4%

 
 
（１２） 融資商品を利用する動機付けとして重要視している事項について（複数回答） 
 
 
 
 
 

○ 優遇商品の利用の動機付けの重要度では、「金利の軽減」が 60.6%となっている。次いで

「無担保で融資」が 32.4%、「第三者保証の免除」30.0%となっている。 

図表４－１２ 

60.6%

32.4%

30.0%

24.3%

18.8%

18.0%

11.0%

10.3%

4.4%

19.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

金利の軽減

無担保で融資

第三者保証の免除

借入金額の優遇

審査期間の短縮

借入期間の長期化

本人保証の免除

債務超過であっても、融資判断の
入り口で排除されない

その他

無回答
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中小企業の会計 31 問 31 答」についての感想 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=501 
 

図表４－１２－１ 
 

見やすく内容も分かりや
すい, 63.5%

無回答, 12.0%

その冊子を知らないので
答えられない, 14.2%

中小企業から分かりにく
いという声が聞かれる,

1.6%

見にくく内容も分かりにく
い, 2.0%

見やすいが分かりにくい
部分がある, 6.8%

 
 
 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=19 

図表４－１２－２ 

見やすく内容も分かりや
すい, 47.4%

無回答, 15.8%

その冊子を知らないので
答えられない, 15.8%

中小企業から分かりにく
いという声が聞かれる,

15.8%

見にくく内容も分かりにく
い, 0.0%

見やすいが分かりにくい
部分がある, 5.3%
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「中小企業の会計」をクライアントに勧めるか 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=501 
 

図表４－１２－３ 
 

無回答
5.4%

現時点で勧めておらず、
今後も顧客企業に勧めた

いとは思わない
17.8%

現時点では勧めていない
が、今後顧客企業に勧め

たい
41.9%

顧客企業に勧めている
34.9%

 
 
 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=19 

図表４－１２－４ 

無回答
15.8%

現時点で勧めておらず、
今後も顧客企業に勧めた

いとは思わない
42.1%

現時点では勧めていない
が、今後顧客企業に勧め

たい
15.8%

顧客企業に勧めている
26.3%
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「中小企業の会計」をクライアントに勧めない理由 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=89 
 

図表４－１２－５ 

64.0%

52.8%

37.1%

9.0%

7.9%

2.2%

28.1%

32.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

中小企業は会計制度に準じた処理を望んでいない
(税制を意識した処理を望んでいる)

中小企業の実態では対応するだけの
体制ができていない

内容が中小企業には難しい

中小企業経営者は会計の質の向上を
それほど重視していない

中小企業にとって準拠することによる
金融面等のメリットがあまりない

自分自身（税理士）の日常業務が忙しく
そこまで手がまわらない

その他

無回答

 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=8 

図表４－１２－６ 

25.0%

12.5%

12.5%

0.0%

75.0%

0.0%

12.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中小企業は会計制度に準じた処理を望んでいない
(税制を意識した処理を望んでいる)

内容が中小企業には難しい

中小企業経営者は会計の質の向上を
それほど重視していない

中小企業にとって準拠することによる
金融面等のメリットがあまりない

中小企業の実態では対応するだけの
体制ができていない

自分自身（公認会計士）の日常業務が忙しく
そこまで手がまわらない

その他

無回答
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「中小企業の会計」をクライアントに勧める理由 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=385 
 

図表４－１２－７ 

62.6%

60.5%

55.1%

1.3%

0.8%

50.6%

24.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

中小企業が金融機関からの信用力を強化するため
に有効である

中小企業経営者が自社の財務状況を適切に把握
するために有効である

信用保証協会や金融機関の優遇商品を活用する
ために必要である

中小企業経営者の財務意識の啓蒙に有効である

中小企業が取引先への信用力を強化するために有
効である

その他

無回答

 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=8 

図表４－１２－８ 

75.0%

50.0%

50.0%

0.0%

12.5%

25.0%

37.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

中小企業経営者が自社の財務状況を適切に把握する
ために有効である

信用保証協会や金融機関の優遇商品を活用するため
に必要である

中小企業が金融機関からの信用力を強化するために有
効である

中小企業経営者の財務意識の啓蒙に有効である

中小企業が取引先への信用力を強化するために有効
である

その他

無回答
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（１３） 今後、「中小企業の会計に関する指針」に対して望むことについて 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 一方、「上場企業に近い会計処理」の視点から、「中小企業の会計に関する指針」の見

直しを希望するとする回答は、2.3%と極めて少数となっている。 

○ 「中小企業の会計に関する指針」に望むことは、「極力簡便な会計処理とする視点を重視

して欲しい。」が 36.6%と最も多くなっている。次いで「税務会計で十分」が 25.1%、「経

営管理にも役立つような会計処理とする視点を重視して欲しい。」が 21.5%となっている。

図表４－１３ 

無回答
13.0%

その他
1.6%

税務会計で十分である
25.1%

経営管理にも役立つよう
な会計処理とする視点を

重視して欲しい
21.5%

上場企業に近い会計処
理とする視点を重視して

欲しい
2.3%

極力簡便な会計処理とす
る視点を重視して欲しい

36.6%
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Ⅴ．「会計参与制度」について 

 
（１） 「会計参与制度」の導入状況について 
 
 
 
 
 

○ 会計参与の導入状況は、「既に導入」が 8.5%、「今後導入する予定」が 2.3%となって

いる。また、「周囲の状況を見て考える」と回答した企業は 12.8％であった。 

図表５－１ 
既に導入している

8.5%

今後導入する予定である
2.3%

周囲の状況を見て考える
12.8%

無回答
5.9%

有限会社なので、制度に
関係がない

14.7%

制度を知らなかったので
検討していない(6.に該当

するものは除く)
26.4%

導入は考えていない(6.に
該当するものは除く)

29.5%

 
 
（２） 会計参与を依頼している会計専門家について 
 

 

○ 会計参与を依頼している会計専門家については、「税理士」が 73.0%と最も多く、次い

で「公認会計士」が 15.5%、「税理士法人」が 9.4%となっている。 

 
図表５－２ 

無回答
1.6%

監査法人
0.5%

公認会計士
15.5%

税理士法人
9.4%

税理士
73.0%
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（３） 会計参与制度を利用するにあたり要した費用について 
 

 

○ 会計参与制度を利用する際に要した費用について、「50 万円未満」が 41.6%、「50 万

円以上～100 万円未満」が 31.2%となっており、100 万円未満で 70%超となっている。

○ 会計参与制度の導入費用を従業員数別に分析した結果、従業員数が多くなるほど、会計

参与制度の導入費用が多くなる傾向にある。 

 
 

図表５－３ 

無回答
16.3%

400万円以上
0.2%

200万円以上～
300万円未満

0.4%

300万円以上～
400万円未満

0.2%

100万円以上～
200万円未満

10.1%

50万円以上～
100万円未満

31.2%

50万円未満
41.6%

 
 

図表５－３－１（「会計参与導入費用」の従業員数別状況） 
 

58.5%

26.4%

13.9%

0.0%

0.0%

34.4%

17.0%

14.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.6%

7.6%

13.7%

48.8%

58.7%

0.0%

0.0%

48.5%

48.5%

7.8%

8.2%

19.3%

27.9%

45.7%

5.9%

5.9%

1.9%

1.9%

4.7%

39.3%

28.6%

2.1%

2.1%

1.1%

0.7%

3.3%

32.8%

25.7%

1.5%

1.5%

34.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

50万円未満

50万超100万円未満

100万円超200万円未満

200万円超300万円未満

300万円超400万円未満

400万円以上

無回答

1～5人 6人～10人 11人～20人 21人～50人 51人～100人 101人～300人
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（４） 会計参与の設置を考えていない理由について（複数回答） 
 

 

○ 導入を考えていない理由としては、「現状に問題がない」が 52.7%と最も多く、次いで

「設置による効果が予想しにくい」が 36.2%、「税理士等に依頼した場合の費用負担が

予想しにくい」が 20.3%となっている。 

図表５－４ 

52.7%

36.2%

20.3%

17.1%

9.5%

5.2%

3.8%

2.0%

0.7%

4.5%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

現状に問題がない

設置による効果が予想しにくい

税理士等に依頼した場合の費用負担が予想しにく
い

制度の内容がよくわからない

適任者が見当たらない

手続が煩雑でわかりにくい

登記コストが高い

税理士・公認会計士が就任してくれない

関係者(取締役・監査役・従業員・株主)の反対

その他

無回答

 
（５） 会計参与を設置した理由〈設置予定の理由〉について（複数回答） 
 

 

○ 会計参与を設置した（予定含む）理由としては、「金融機関等に対する信用力の向上」

が 36.2%と最も多く、次いで、「取引先企業の信頼獲得」が 16.9%、「顧問公認会計士・

税理士からの要望」が 11.2%となっている。 

図表５－５ 

36.2%

16.9%

11.2%

3.7%

3.4%

3.6%

44.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

金融機関等に対する全般的な
信用力を高めたい

取引先企業の信頼を得たい

顧問公認会計士・税理士からの要望

先進的な取組みをアピールしたい

金融機関の会計参与設置会社向け
融資を利用したい

その他

無回答
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（６） 平成１８年５月、信用保証協会が実施する、会計参与設置会社に対する保証料

率の割引（０．１％）制度の利用状況について 
 
 
 
 
 

図表５－６ 

○ 信用保証協会の割引制度の利用状況について、会計参与設置会社では、「利用したことが

ある」が 11.6%、「知らなかった（知っていれば利用した）」が 14.9%であった。 

制度を知らなかった(知っ
ていても利用しなかった)

10.4%

制度を知っているが、利
用したことがない

15.4%

無回答
47.7%

制度を利用したことがあ
る

11.6%

制度を知らなかった(知っ
ていれば利用した)

14.9%

 
 
（７） 会計参与設置会社に対する保証料率の割引制度を利用しない理由について 
 

 
 

図表５－７ 

○  制度を利用しない理由としては、「保証協会の保証を受ける機会がない」との回答を

除けば、「設置コストに対して、メリットが少ない」との回答が 27.4%となっている。

無回答
0.6%その他

13.8%

相談できる税理士等がい
ない
4.3%

割引率が低いため、利用
メリットが少ない

27.4%

保証協会の保証を受ける
機会が少ない

53.9%
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（８） 金融機関が実施する、会計参与設置会社に対する融資条件を優遇する商品の利

用状況について 
 
 
 
 
 

○  金融機関の優遇商品の利用状況については、会計参与設置会社では、「利用したことが

ある」は 3.5%、「知らなかった（知っていれば利用した）」との回答は 22.5%となって

いる。 

 
図表５－８ 

融資商品を知っている
が、利用したことがない

13.6%

無回答
15.5%

融資商品を利用したこと
がある
3.5%

融資商品を知らなかった
(知っていれば利用した)

22.5%

融資商品を知らなかった
(知っていても利用しな

かった)
44.9%

 
 
（９） 融資商品を利用する動機付けとして重要視する事項について 
 
 
 
 
 

○ 金融機関の優遇商品を利用する動機付けとしては、「金利の軽減」が 59.9%と最も多く、

次いで「無担保で融資」、「第三者保証の免除」となっている。 

図表５－９ 

59.9%

30.2%

28.2%

25.8%

19.1%

12.3%

10.4%

4.0%

21.9%

19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

金利の軽減

無担保で融資

第三者保証の免除

借入金額の優遇

審査期間の短縮

借入期間の長期化

本人保証の免除

債務超過であっても、融資判断の入り口で
排除されない

その他

無回答
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「会計参与」の就任状況 

＜税理士意識アンケートより＞ 
 

 
有効回答数 N=501 

図表５－９－１ 
無回答

4.2%制度を知らない
0.2%

顧客より相談・依頼はある
が、就任はしない

3.8%

今後就任を予定している
2.6%

既に就任している
4.0%

顧客より相談・依頼はない
が、あったら就任する

25.5% 顧客より相談・依頼はない
が、あっても就任しない

25.9%

顧客より相談・依頼がないた
め、就任を検討する必要がな

い
33.7%

 
 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 

数 N=19 
図表５－９－２ 

有効回答

無回答
10.5%

制度を知らない
0.0%

今後就任を予定している

顧客より相談・依頼はない
が、あっても就任しない

21.1%

顧客より相談・依頼がないた
め、就任を検討する必要がな

い
42.1%

顧客より相談・依頼はある
が、就任はしない

0.0%

顧客より相談・依頼はない
が、あったら就任する

21.1%

0.0%

既に就任している
5.3%
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「会計参与」へ就任しない理由 

 

 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=149 

図表５－９－３ 

77.9%

53.0%

45.6%

23.5%

18.8%

17.4%

4.0%

6.7%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

リスクが大きすぎるため

報酬が十分に得られないため

会計参与の権限や責任の範囲が明確となっていな
いため

中小企業のディスクローズが十分でない

業務負担の増加に見合った、会計参与の就任に必
要な人員

中小企業経営者の協力が得られないため

所属事務所の方針により、就任しないことになって
いるため

その他

無回答

 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=4 

図表５－９－４ 

75.0%

25.0%

25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

25.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

リスクが大きすぎるため

報酬が十分に得られないため

会計参与の権限や責任の範囲が明確となっていな
いため

中小企業経営者の協力が得られないため

中小企業のディスクローズが十分でない

業務負担の増加に見合った、会計参与の就任に必
要な人員

所属事務所の方針により、就任しないことになって
いるため

その他

無回答
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「会計参与」へ就任した（しようと思う）理由 
 
＜税理士意識アンケートより＞ 
 
有効回答数 N=161 

図表５－９－５ 

55.3%

33.5%

24.8%

23.6%

8.7%

3.1%

2.5%

1.2%

7.5%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

従来からの顧客先企業であり、会計の透明性が確
保されていたため

顧客からの強い要請があったため

会計参与としての権限や責任の範囲を明確化でき
たため

中小企業経営者の協力が得られるため

リスクに見合った報酬が得られるため

業歴の浅い企業であり、会計の透明性が確保され
ていたため

上場準備段階の企業であり、会計の透明性が確保
されていたため

所属事務所からの要請があったため

その他

無回答

 
＜公認会計士意識アンケートより＞ 

効回答数 N=5 
図表５－９－６ 

 
有

80.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

顧客からの強い要請があったため

リスクに見合った報酬が得られるため

中小企業経営者の協力が得られるため

所属事務所からの要請があったため

会計参与としての権限や責任の範囲を明確化でき
たため

上場準備段階の企業であり、会計の透明性が確保
されていたため

業歴の浅い企業であり、会計の透明性が確保され
ていたため

従来からの顧客先企業であり、会計の透明性が確
保されていたため

その他

無回答
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